
取り組み：その３－③

学校徴収金会計支援：小学校会計システムファイル導入スケジュール

１学期

•会計システムファイル【試作版】試行 （各校モニター，事務職員）

•アンケート１回目

２学期

•アンケートによる会計システムファイル改修① （市教委情報支援員）

•アンケート２回目

３学期

•アンケートによる会計システムファイル改修② （市教委情報支援員）

•完成版会計システムファイル配布 （市教委）
平成２６年度

会計システムファイル
導 入

平成２５年４月
要領施行

年間スケジュー
ルの提示



取り組み：その３－④
学校徴収金会計支援：アンケート実施（１学期・２学期）

■アンケート項目

①使い勝手
②改善してほしい点
③追加してほしい機能



取り組み：その３－⑤
学校徴収金会計支援：アンケート集約→システムファイル改修



学期末に作成して学校で保存(教材会計・学級会計)

年度初めまたは各学期初めに保護者へ配布

年間に使用する教材、集金月の一覧

学期末に作成して保護者に配布(教材会計・学級会計)

学級費で消耗品を買ったときや繰入金があるとき

教材の代金を支払ったとき

集金したとき

教科・業者・集金項目の設定

個別集金明細の元になる情報

児童によって学級費が違ったり
集金しない教材がある場合の設定

出席番号と氏名だけあればＯＫ

最初に設定

領収書を添付する台紙

領収書を添付する台紙

© 2014 倉吉市教育委員会事務局

取り組み：その３－⑥ 学校徴収金会計支援：システムファイル

平成２６年３月
完 成



取り組み：その３－⑦
学校徴収金会計支援：校内規程の整備

倉吉市立〇〇中学校市費外会計等取扱規程

（目的）
第１条 この規程は、倉吉市立小・中学校における市費外会計等取扱要領（以下「要領」という。） 第５
条の規定に基づき、市費外会計等の適正かつ効率的な執行及び管理を図るため、校内における取扱い
について必要な事項を定めるものとする。

（定義）
第２条 本規程は、要領第２条第１項に規定する市費外会計等のうち、（１）ア 学校徴収金会計、ウ購買
等会計及び（２）指定物品について定めるものとする。

（保護者への説明責任）
第３条 校長は、保護者が関わる会計の収支について、目的、金額及び徴収方法等を保護者に収入前
に説明または通知し、支出後にその執行について報告を行わなければならない。

（会計担当者と管理責任）
第４条 各会計の会計担当者は、それぞれ校長が定めなければならない。



取り組み：その３－⑧
学校徴収金会計支援：マニュアル作成
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取り組み：その３－⑨
学校徴収金会計支援：取扱パンフレット作成

学校徴収金会計取扱パンフレット

説明責任・負担軽減・共有

～適正会計のためのルール～

① 活動計画に付随した会計計画

学校教育目標達成のための教育活動計画立案と必要経費の編成を行う。

② 経費の負担区分の明確化

公費で負担すべき経費と市費外会計で負担すべき経費の区分を明確にする。

③ 適正な事務処理

教育活動に有効・効率的で適正な会計の執行及び管理を行う。

④ 負担軽減と説明責任

受益者負担が妥当であるか、経費負担を求める保護者への十分な説明を果たす義務がある。



校長会 市教委

学校共同実施

⑥ 会計システムファイル導入
への説明、了解

⑩ マニュアル、取扱パンフレット
作成・提供

⑥ 会計システムファイル
導入への説明、了解

⑤ 取扱要領制定
⑦ 会計システムファイル試行、
アンケート依頼、回答
⑧ アンケート結果報告
⑨ 会計システムファイル配布
校内規程モデル案配布

⑪ 会計システムファイル説明
会計支援

①作成要望

②原案依頼

③原案提供

１ 取扱要領
２ 校内規程
３ 会計システム

ファイル
４ アンケート

取り組み：その３－⑩

学校徴収金会計支援：事務処理体制整備に向けての連携
④ 取扱要領案、校内規程案への意見、要望



マニュアル

取扱

パンフレット

会計システム

ファイル

学校取扱規程

取 扱 要 領

要領、校内規程に
則った会計処理

校内事務処理
体制の確立

取り組み：その３－⑪
学校徴収金会計支援：事務処理体制



負担軽減取り組みの成果
～特に学校徴収金会計の事務処理について～

１ 保護者への説明責任を果たす、信頼される学校づくり

２ 要領、規程に基づく事務処理が、教員の意識改革へつながる

３ 事務職員の支援による教員会計処理負担軽減

４ 倉吉市教育委員会、倉吉市小・中学校長会との連携強化



これからの倉吉市

共同実施は・・・

つながる

定着

改善

継続
ひろ
がり

組織
力

人材
育成

～子どもたちの豊かな学び
と成長のために～



・地域との連携

・人材育成

・「人」は財産

・共同実施の体制づくり

これからの倉吉市共同実施は・・・

・教育委員会が主体となった事務処理の標準化

・行きたい学校
・帰りたい家庭
・住みたい地域




